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ー
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週
火
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日
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行
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則
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秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
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扱
規
則
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部
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す
る
規
則
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税
務
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人
事
委
員
会
規
則

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
○
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
等

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

　

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一

　
　
　

部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
四
条
の
三
中
「
及
び
法
」
の
下
に
「
又
は
地
方
法
人
特
別
税
等
に

関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
暫
定
措

置
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
充
当
し
た
」
を
「
充
当
し
、
又

は
納
付
し
た
」
に
、
「
及
び
令
第
六
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
、
令
第
六

条
の
十
三
第
二
項
及
び
暫
定
措
置
法
第
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
五
条
第
一
項
の
表
中
「
第
六
条
の
十
三
第
二
項
」
の
下
に
「
、
暫

定
措
置
法
第
十
六
条
第
五
項
」
を
、
「
充
当
」
の
下
に
「
・
納
付
」
を
加

え
る
。

　
　

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
三
百
五
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
」
を

「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
別
表
第
一
第
八
号
の
下

欄
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
五
条
第
一
項
第
二
十
九
号

ヲ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
二
十
九
号
ワ
」
に
、
「
医
療
保
健
事
業
」
を

「
医
療
保
健
業
」
に
、
「
、
そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

　
　

様
式
第
三
十
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

規　
　
　
　
　
　

則
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様
式
第
六
十
九
号
中
「還

付

（充
当

）通
知
書

」
を
「還

付

（充
当
・

納
付

）通
知
書

」
に
、
「県

税

」
を
「県

税
等

」
に
、
「還

付

（充
当

）

し
ま
す

」
を
「還

付

（充
当
・
納
付

）し
ま
す

」
に
、
「充

当
し
た

」
を

「充
当

（納
付

）し
た

」
に
、
「充

当
の

」
を
「充

当

（納
付

）の

」

に
、
「充

当
後

」
を
「充

当

（納
付

）後

」
に
、
「充

当
適
状
日

」
を

「充
当

（納
付
委
託

）適
状
日

」
に
改
め
る
。

　

（
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
通
則
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
十
二
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

　
　

一　

徴
税
吏
員
証
等
交
付
簿

　
　

二　

調
定
決
議
書

　
　

三　

調
定
内
訳
書

　
　

四　

滞
納
繰
越
表

　
　

五　

現
金
領
収
証
用
紙
受
払
簿

　
　

六　

現
金
取
扱
員
指
定
簿
兼
領
収
印
使
用
簿

　
　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
六
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
犯
則
取
締
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

　

第
二
十
条
の
二　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

　
　

一　

犯
則
者
処
分
台
帳

　
　

二　

犯
則
事
件
終
了
報
告
書

　
　

第
二
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
及
び
法
人
の
事
業
税
」
を

「
、
法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
四
条
中
「
法
人
事
業
税
」
の
下
に
「
・
地
方
法
人
特
別
税
」
を

加
え
る
。

　
　

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人
特
別

税
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
の
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人

特
別
税
」
を
、
「
法
人
事
業
税
」
の
下
に
「
・
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
事
業
税
」
の
下
に
「
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
を

加
え
る
。

　
　

第
二
十
六
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
法
人
の
県
民
税
、
法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
書

類
の
様
式
）

　

第
二
十
六
条
の
二　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

一　

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
調
査
書

　
　

二　

法
人
事
業
税
調
査
書

　
　

三　

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
更
正
（
決
定
）

決
議
書

　
　

四　

所
在
不
明
等
法
人
の
除
却
決
議
書

　
　

五　

除
却
法
人
の
復
活
決
議
書

　
　

六　

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
二
十
七
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
利
子
等
に
係
る
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
二
十
七
条
の
四　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

一　

県
民
税
利
子
割
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

二　

県
民
税
利
子
割
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
二
十
七
条
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
特
定
配
当
等
に
係
る
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
二
十
七
条
の
八　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

一　

県
民
税
配
当
割
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

二　

県
民
税
配
当
割
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
二
十
七
条
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
二
十
七
条
の
十
二　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

一　

県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

二　

県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
三
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
不
動
産
取
得
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
三
十
一
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

　
　

一　

土
地
調
査
書

　
　

二　

家
屋
調
査
書

　
　

三　

不
動
産
取
得
状
況
調
査
書

　
　

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
た
ば
こ
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
三
十
五
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

　
　

一　

た
ば
こ
税
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

二　

た
ば
こ
税
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
四
十
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

　
　

一　

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
決
議
書

　
　

二　

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

三　

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
四
十
八
条
中
「
様
式
第
二
十
五
号
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改

め
る
。

　
　

第
五
十
一
条
中
「
様
式
第
二
十
六
号
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改

め
る
。

　
　

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
自
動
車
取
得
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
五
十
七
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

　
　

一　

自
動
車
取
得
税
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

二　

自
動
車
取
得
税
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
六
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
軽
油
引
取
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
六
十
二
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

　
　

一　

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
決
議
書

　
　

二　

免
税
軽
油
使
用
者
証
返
納
命
令
決
議
書

　
　

三　

免
税
証
返
納
命
令
決
議
書

　
　

四　

軽
油
引
取
税
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

五　

軽
油
引
取
税
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
六
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
産
業
廃
棄
物
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
六
十
七
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

　
　

一　

産
業
廃
棄
物
税
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
決
議
書

　
　

二　

産
業
廃
棄
物
税
更
正
（
決
定
）
決
議
書

　
　

三　

産
業
廃
棄
物
税
加
算
金
額
決
定
決
議
書

　
　

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
法
」
の
下
に
「
又
は
地
方
法
人
特
別
税
等
に

関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
」
を
加
え
、

「
又
は
」
を
削
り
、
「
充
当
し
よ
う
」
を
「
充
当
し
、
又
は
納
付
し
よ

う
」
に
改
め
、
「
（
充
当
」
の
下
に
「
・
納
付
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
充
当
」
の
下
に
「
・
納
付
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
に
充
当
」

の
下
に
「
又
は
納
付
」
を
、
「
充
当
処
理
」
の
下
に
「
・
納
付
処
理
」
を

加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
充
当
」
を
「
、
充
当
又
は
納
付
」
に
改

め
、
「
（
充
当
」
の
下
に
「
・
納
付
」
を
加
え
る
。

　
　

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
充
当
」
を
「
充
当
又
は
納
付
」
に
改
め

る
。

　
　

第
九
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
収
納
管
理
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
九
十
七
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

一　

証
券
還
付
請
求
書　

様
式
第
一
号

　
　

二　

領
収
証
記
載
事
項
修
正
通
知
書　

様
式
第
二
号

　

２　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

　
　

一　

現
金
出
納
整
理
表

　
　

二　

払
込
書

　
　

三　

収
納
金
払
込
報
告
書

　
　

四　

証
券
の
支
払
拒
絶
に
伴
う
収
納
取
消
通
知
書

　
　

五　

収
納
取
消
報
告
書

　
　

六　

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
納
付
）
決
議
書

　
　

七　

歳
入
下
戻
調
書

　
　

八　

科
目
更
正
（
充
当
処
理
・
納
付
処
理
）
通
知
書

　
　

九　

過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
・
納
付
）
明
細
書

　
　

十　

領
収
証
等
記
載
事
項
修
正
決
議
書

　
　

十
一　

調
定
・
収
入
額
集
計
表

　
　

十
二　

徴
収
金
欠
損
処
分
決
議
書

　
　

十
三　

徴
収
金
欠
損
処
分
通
知
書

　
　

十
四　

決
算
調
書

　
　

十
五　

保
管
金
充
当
処
理
決
議
書

　
　

第
百
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
徴
収
に
係
る
書
類
の
様
式
）

　

第
百
九
条　

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

　
　

一　

徴
収
猶
予
承
認
（
不
承
認
）
決
議
書

　
　

二　

徴
収
猶
予
期
間
延
長
承
認
（
不
承
認
）
決
議
書

　
　

三　

徴
収
猶
予
取
消
決
議
書

　
　

四　

換
価
猶
予
決
議
書

　
　

五　

換
価
猶
予
取
消
決
議
書

　
　

六　

滞
納
処
分
停
止
決
議
書

　
　

七　

滞
納
処
分
停
止
取
消
決
議
書

　
　

八　

保
全
担
保
提
供
命
令
決
議
書

　
　

九　

保
全
差
押
金
額
決
定
決
議
書

　
　

十　

延
滞
金
額
減
免
決
議
書

　
　

十
一　

督
促
状
発
付
決
議
書

　
　

十
二　

差
押
財
産
換
価
決
議
書

　
　

十
三　

公
売
処
分
終
了
決
議
書

　
　

十
四　

延
滞
金
免
除
決
議
書

　
　

十
五　

担
保
整
理
簿

　
　

十
六　

受
託
証
券
整
理
簿

　
　

十
七　

徴
収
嘱
託
書

　
　

十
八　

徴
収
嘱
託
変
更
（
取
消
）
通
知
書

　
　

十
九　

受
託
徴
収
金
整
理
簿

　
　

二
十　

受
託
徴
収
金
送
付
書

　
　

二
十
一　

徴
収
引
継
書

　
　

二
十
二　

徴
収
引
受
書

　
　

二
十
三　

回
答
書

　
　

二
十
四　

引
継
（
引
受
）
調
定
決
議
書

　
　

二
十
五　

滞
納
記
録
整
理
票

　
　

二
十
六　

滞
納
処
分
記
録
簿

　
　

二
十
七　

差
押
財
産
整
理
簿

　
　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
七
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
七
十
九
号

を
様
式
第
一
号
と
し
、
様
式
第
八
十
号
か
ら
様
式
第
八
十
九
号
ま
で
を
削

り
、
様
式
第
九
十
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
様
式
第
九
十
一
号
か
ら
様
式

第
百
二
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め

る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
○
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
等
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
等

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
条
第
二
項
第
四
号
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
公
庫

の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う
。
）
」
を
「
沖
縄
振

興
開
発
金
融
公
庫
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
七
条
第
四
号
中
「
公
庫
」
を
「
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
」
に
改

め
る
。

　

（
規
則
七
―
一
〇
七
（
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項

ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

規
則
七
―
一
〇
七
（
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第

九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
十
号
中
「
公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
庫
」
を
「
沖
縄
振
興

開
発
金
融
公
庫
」
に
改
め
る
。

　

（
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
三
条　

規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
三
項
第
四
号
中
「
公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
庫
」
を
「
沖
縄

振
興
開
発
金
融
公
庫
」
に
改
め
る
。

　

（
規
則
八
―
七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部
改

正
）

第
四
条　

規
則
八
―
七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

五　

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

　

六　

地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
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